
「ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイドの利用条件」 R5.3.20

■ワクチン・検査について
本キャンペーンでは、利用者が「ワクチン３回接種・検査陰性」を明示する必要があります。

〇利用条件

✔ ワクチン３回接種済またはPCR検査、抗原定量検査の結果が陰性（3日以内）、抗原定性検査の結果が陰性

（１日以内）であること

✔予防接種済通知書（アプリでも「可」）または検査結果通知書の提示・確認が必要（撮影画像・コピーでも「可」）

✔確認書類を当日までに提示・確認できない場合、割引適用対象外（後日提出は「不可」）

✔全ての利用者について提示・確認が必要

✔ グループ内の利用条件を欠く方については、１人あたりの旅行商品の値段を明確にできる場合は、利用条件を

欠く方のみ補助対象外（１人あたりの旅行商品の値段を明確にできない場合は、全員が割引対象外）

✔同居する親等が同伴することを条件に12歳未満は検査不要（ただし、同居する親等が同伴しない場合は、

ワクチン２回接種または検査陰性であることが必要）

✔学校等の活用に係るツアーや宿泊サービス(修学旅行等)については、引率者と学生等はワクチン接種歴及び

検査結果の確認は不要（ただし、公費による活動は補助対象外）
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〇確認基準

【ワクチン接種歴】
① 利用者は、チェックイン時又は集合時に、予防接種済証等を提示することを誓約

② 事業者は、予防接種済証等の提示を受け、利用条件を満たしていることを目視で確認
（宿泊施設チェックイン時／日帰り旅行は集合時）

【PCR検査等結果】
① 利用者は、チェックイン時又は集合時に、PCR検査陰性結果通知書を提示することを誓約
（誓約の方法は、ワクチン接種歴の誓約方法と同様）

② 宿泊施設は、出発日の前日から起算して3日以内（又は１日以内）の検査等結果通知書の提示を受け、
「陰性」結果を含めた必須７項目（①受験者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取
日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限）の記載を目視で確認

予約ルート 内 容

宿泊施設直接 チェックイン時に支援金給付同意書に代表者の署名及び参加者全員の氏名・住所を記
入、予防接種済通知書等を提示

旅行会社 契約時に支援金給付同意書に代表者の署名及び住所等を記入、旅行当日までに予防接
種済通知書等を提示

オンライン専用
旅行会社(OTA) チェックイン時に予防接種済通知書等を提示

2



「ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイドの利用条件」

〇ワクチン接種歴の確認書式
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〇ワクチン接種歴の確認書式
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〇無料検査について
「定着促進事業」は令和４年８月３１日をもって終了しました。
令和４年９月１日以降、兵庫県民の方は「一般検査事業」をご活用ください。
なお、他府県の方は、居住地で「一般検査事業」をご活用ください。
※「一般検査事業」は旅行・帰省等の活動に際し検査結果通知書を求められる者を含めた感染不安を感じる無症状者が対象です。
※令和５年３月3１日をもって、本県の「一般検査事業」は終了します。

受検できる医療機関・薬局・民間検査機関等や受検の方法については、以下からご確認ください。

ホームページ ： https://www.knt.co.jp/ec/2022/pcr_kenmin/

コールセンター： 078-845-9011（平日9:00～17:00）

■安全安心な旅行環境の整備

国における「マスク着用の考え方の見直し」等を受けて、旅行における
感染防止対策「新しい旅のエチケット」が改訂されました。

旅行に出かける皆様は、内容を遵守いただきますようお願いします。

［観光庁HP］
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【留意事項】
国から新型コロナウイルス感染症の５類感染症への見直し方針が示されており、
今後、利用条件等に変更がある場合には、決定次第速やかにお知らせします。


